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 物理的な治療装置,例.人体のつぼの
位置を検出または刺激する装置;人工
呼吸;マッサ－ジ;特別な治療または
人体の特定の部分のための入浴装置
（電気治療,磁気治療,放射線治療,超音波治療

A61N）  

注 

このサブクラスにおいては,下記の表現は以下に示す意味で用

いる;  

―“物理的な治療”という言葉は薬剤または手術に相対するよ

うな方法,例.機械的方法,による病気または不具の処置を含む。

それは,例えばマッサ－ジ,渦流浴,および受動的な身体訓練の

ための装置を含む。  

サブクラス内の索引 

病人または身体障害者歩行補助器具 3/00 ................  

受動的な身体訓練のための装置,目の訓練器具 1/00,5/00 ..  

マッサ－ジ ...........................................  

マッサ－ジの手法 7/00,9/00,15/00,23/00 ...............  

マッサ－ジ用のベルト,ひも,くし 11/00 .................  

身 体 の 特 定 な 部 分 の マ ッ サ － ジ お よ び そ の 用 具 

13/00,19/00,21/00 ....................................  

マッサ－ジ用補助具 37/00 .............................  

人工呼吸 31/00 .......................................  

治療または衛生のための入浴 33/00,35/00,36/00 .........  

人体のつぼの位置を検出または刺激する装置 39/00 .......  

このサブクラスの他のグル－プに分類されない主題事項 

99/00 ...............................................  

1/00 受動的な身体訓練のための装置（A61H5/00

が優先）;バイブレ－ション装置;カイロ

プラクティク器具,例.身体に衝撃を与え

る器具,折れていない骨を短時間引き伸

ばしまたは整復させる外部器具[2]  

311 ・バイブレ－シヨン装置  

311 A全身に作用するもの〔←全身ひねり〕  

311 B頚部,肩部に作用するもの  

311 C背面に作用するもの  

311 D下肢又はその部分に作用するもの  

311 Zその他のもの  

注 

このグル－プは,整形外科の方法または器具は包含しない。こ

れらはグル－プ A61F5/00 に包含される。[7]  

1/02 ・運動のための伸長または屈曲装置  

A 運動部位が特定されないもの,全身運動の

ためのもの  

B ・水中訓練装置  

C ・制御〔運動部位が特定されたものの制御

→D-Z〕  

D ・ぶら下り用  

E ・逆立ち用  

G 上下肢又はその部分の運動のためのもの

〔同時又は兼用〕  

K 上肢又はその部分の運動のためのもの  

N 下肢又はその部分の運動のためのもの  

Q ・自転車型のもの  

R ・歩行訓練装置  

Z その他のもの〔運動をともなわない伸延装

置→A61F5/04〕  

3/00 病人または身体障害者歩行補助器具（幼児

用歩行補助器 A47D13/04）  

A 患者が持つて使用するもの〔車輪付きのも

の→3/04〕  

B 人体に装着するもの  

Z その他のもの〔←建造物等に設置したもの〕  

3/02 ・松葉づえ  

A 人体接触部  

B 接地部  

Z その他のもの  

3/04 ・病人または身体障害者のための車輪のつ

いた歩行補助具  

3/06 ・盲目者のための歩行補助具（直接の視覚

を他の知覚に換えるもの A61F9/08）  

A 光又は音を発するもの  

G 障害物の感知手段をもつもの  

Z その他のもの  

5/00 目の訓練器具  

A 眼の屈折力調節訓練を行うもの  

B ・種々の大きさの視標〔例.ランドルト氏環〕

を観察させるもの  

E ・眼との距離が異なる視標又は像を観察さ

せるもの  

F ・・光学系を用いるもの  

L ・遠点又は近点における視標又は像を交互

に観察させるもの  

Z その他のもの  

7/00 吸引もみマッサ－ジ装置;他に分類されな

い摩擦またはブラッシングにより皮膚を

マッサ－ジする装置（接触電極による電

流を適用した電気治療マッサ－ジ装置

A61N1/18）  

101 ・吸引もみマツサ－ジ用具  

102 ・他のもみマツサ－ジ用具,例.もみこね型  

300 ・摩擦又はブラシによるもの  

300 A人力によるもの  

300 B・まごの手型のもの  

300 C・タオル状又は紐状のもの  

300 D・タワシ状のもの  

300 E・ブラシ状のもの  

300 F動力によるもの  

300 G・平面回転するもの  

300 H・ロ－ラ回転するもの  

300 J・往復動するもの  

300 K薬液の塗布を併用するもの  

300 Zその他のもの  

310 ・吸引もみによるもの  

310 A吸盤のみによるもの  
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310 Bゴム球をもつもの  

310 Cシリンジ型ポンプをもつもの  

310 D手持電動型のもの  

310 E動力的な吸引装置のもの  

310 F・吸引・吐出機能をもつもの  

310 G液体・薬液を併用するもの  

310 H他の治療を併用したもの  

310 Zその他のもの  

320 ・挟圧もみによるもの  

320 A押圧子によるもの  

320 Zその他のもの  

322 ・・流体圧によるもの  

322 A流体分配装置  

322 B流体制御・弁装置  

322 Cパイプ・マツト連結装置  

322 Dマツトの構造  

322 E・マツトの形状に特徴のあるもの  

322 F・指圧子・突起を有するもの  

322 G・マツトに空気孔を有するもの  

322 H人力によるポンプを有するもの  

322 J他の治療,例.温熱,磁気を併用したもの  

322 Zその他のもの  

323 ・・揺動ア－ムによるもの  

323 A人力によるもの  

323 B動力によるもの  

323 C・液体駆動によるもの  

323 D・機械的駆動によるもの  

323 E・・往復動するもの  

323 F・・回転運動するもの  

323 Gイス型のマツサ－ジ機に関するもの  

323 H・イスの構造に特徴のあるもの  

323 J・座部の構造に特徴のあるもの  

323 K・もみ部の昇降装置に関するもの  

323 L・もみ機構の制御に関するもの  

323 M・ア－ムの構造に関するもの  

323 N・ア－ムの取付けに関するもの  

323 P・もみ玉の構造に特徴をもつもの  

323 Q・・叩き作用を併用する構造のもの  

323 R・多数のもみ玉をもつもの  

323 S・電気的な装置に特徴を有するもの  

323 T・他の治療,例;温熱,磁気と併用したもの  

323 U車のイスに取り付けられたもの  

323 Zその他のもの  

9/00 空気または水マッサ－ジ  

11/00 マッサ－ジ用のベルト,ひも,くし  

11/02 ・縦に振動するひもによるマッサ－ジ装置  

13/00 歯肉マッサ－ジ  

15/00 ロ－ラ－,ボ－ル,例.膨張するもの,チエン

またはロ－ラ－チエンによるマッサ－ジ  

101 ・駆動式によるマツサ－ジ  

300 ・駆動装置を有さないもの  

310 ・・ロ－ラ－  

310 A手持型のもの  

310 B・棒状ロ－ラのもの  

310 C・柄付きロ－ラのもの  

310 D・2 ケ所にロ－ラを有するもの  

310 E据置型のもの  

310 F・単ロ－ラのもの  

310 G・複数の棒状ロ－ラがあるもの  

310 H・算盤状のロ－ラがあるもの  

310 J輪状型のロ－ラをもつもの  

310 K背伸し型用のロ－ラをもつもの  

310 Lペダル型のロ－ラをもつもの  

310 Zその他のもの  

320 ・・ボ－ル  

320 A回転ボ－ル型のもの  

320 B枠付き回転ボ－ル型のもの  

320 C球体型のもの  

320 Zその他のもの  

330 ・・ロ－ラ－チエ－ン  

340 ・駆動装置を有するもの  

340 A一般的なもの  

340 B平面に複数のロ－ラを有するもの  

340 C複数のロ－ラが転回するもの  

340 Zその他のもの  

350 ・・マツサ－ジ用としてのイス,ベツドの構

造に特徴を有するもの（イス,ベツド一般

は A47C）  

350 Aイス,ベツドの構造に関するもの  

350 B・折たたみ可能なもの  

350 C・背もたれ部の傾到可能なもの  

350 D・マツサ－ジ部の収納装置を有するもの  

350 E・イス,ベツドの背部の構造  

350 Fイス,ベツドの付属の装置に関するもの  

350 Gイス,ベツドのカバ－に特徴を有するもの  

350 Zその他のもの  

360 ・・平行ロ－ラ－を有するもの  

361 ・・・螺軸によるもの  

362 ・・・チエ－ン,ベルト,ワイヤ－によるも

の  

370 ・・偏心,傾斜ロ－ラ－を有するもの  

370 A軸心の移動しないもの  

370 B・手持型のもの  

370 C軸心の移動するもの  

370 D・駆動装置に関するもの  

370 E・・螺軸によるもの  

370 F・・ワイヤ－によるもの  

370 G・・チエ－ンによるもの  

370 H・・ラツクピニオンによるもの  

370 J・・遊星歯車をもつもの  

370 K・もみ部の移動制御に関するもの  

370 L・もみ部の制御に関するもの  

370 M・プログラムによる制御  

370 N・音声による制御  

370 P・手持のコントロ－ラ  

370 Zその他のもの  
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380 ・・ロ－ラ－の特殊構造  

380 Aロ－ラ支持部の構造  

380 Bロ－ラの構造  

380 Cサイドロ－ラをもつもの  

380 Zその他のもの  

390 ・・他の治療機能,例;磁気,振動をもつもの  

390 A電気的な治療と併用  

390 B磁気的な治療と併用  

390 Cたたき作用を併用  

390 D振動作用を併用  

390 E指圧作用を併用  

390 F牽引・懸垂トレ－ニング装置の併用  

390 Zその他のもの  

400 ・・輪転形（ドラム形）のもの  

15/02 ・光,熱,薬品による治療と同時に行うよう

に適応させたもの  

A 温熱によるもの  

B 薬品によるもの  

Z その他のもの  

19/00 生殖器のマッサ－ジ  

21/00 人体の腔部をマッサ－ジする用具  

23/00 打撃またはバイブレ－ションマッサ－ジ,

例.超音波振動を用いるもの;吸引－バイ

ブレ－ションマッサ－ジ;可動ダイヤフ

ラムによるマッサ－ジ  

501 ・気泡によるマツサ－ジ  

510 ・送気によるもの  

520 ・噴流によるもの  

521 ・・噴流以外の機能  

522 ・・・加熱  

523 ・・・・温水  

524 ・・・・・給湯  

525 ・・・・・・湯張り  

526 ・・・・・追い炊き  

527 ・・・・空気  

528 ・・・・空運転防止  

529 ・・・制御  

530 ・・・・制御対象  

531 ・・・・・温度  

532 ・・・・・噴出量  

533 ・・・・・噴出箇所  

534 ・・・・制御手段  

535 ・・・・・ポンプの回転  

536 ・・・・・弁の開閉  

537 ・・・・・スイツチ  

538 ・・・・・リモコン  

539 ・・施工  

540 ・・・施工方法  

541 ・・・ユニツトバス  

23/02 ・電気的または磁気的駆動によるもの[2]  

330 ・・振動,バイブレ－シヨンマツサ－ジ  

332 ・・・手持型で回転不平衡重錘を有するも

の  

334 ・・・クツシヨン,マツトレスに組みこんだ

もの（マツトレス一般 A47C）  

336 ・・・いすに組みこんだもの（いす一般 A47C）  

338 ・・・ベツドに組みこんだもの（ベツド一

般 A47C）  

340 ・・・特殊な振動形態,例・音響,うなり,

針圧,狭圧によるもの  

341 ・・・・超音波振動子によるもの  

342 ・・・・吸引振動によるもの  

344 ・・・・他の力学的マツサ－ジ,例・指圧,

もみ,たたき,ロ－ラ－との併用  

350 ・・打撃,往復動マツサ－ジ  

352 ・・・電磁石によるもの  

354 ・・・モ－タによるもの  

355 ・・・特殊な打撃形態,例・挟圧打撃,衝撃

力  

357 ・・・他の力学的マツサ－ジ,例・振動指圧,

もみ,ロ－ラ－との併用  

360 ・・光,熱,薬品,電気による治療と同時に行

うように適応させたもの  

370 ・・人体への装着形態に特徴のあるもの  

380 ・・マツサ－ジ器具の設置に特徴のあるも

の  

382 ・・・特別環境,例・トイレに設置  

383 ・・・・車両用シ－トに設置（車両用シ－

ト一般は B60N）  

384 ・・・・液体中,例・風呂に設置  

386 ・・美容器として用いるもの  

390 ・・駆動回路に特徴のあるもの（モ－タの

制御回路一般 H02P）  

23/04 ・水または空気の駆動によるもの  

23/06 ・手による打撃  

31/00 人工呼吸または心臓刺激、例.心臓マッサ－

ジ（ガスまたは空気を使用する人工呼吸、

例.口から口に行う呼吸 A61M16/00;刺激

のために接触電極によって電流を通じる

もの、例.心臓ペ－スメ－カ－A61N1/36）  

31/02 ・ガス呼吸手段と結合しまたは結合しない

“鉄の肺”  

33/00 特別の治療または衛生のための入浴装置

（A61H35/00が優先;水中でおこなわれる

腸洗浄のためのもの A61M9/00;イオン化

した流体を用いた電気または磁気浴

A61N1/44）[6]  

A 入浴または洗浄装置  

C ・自動入浴用または入浴管理用のもの  

D ・温浴と冷浴を交互に又は同時に行うもの;

冷浴用のもの  

E ・薬湯用のもの,例.薬収納具  

F ・圧注,噴流,渦流または循環手段を有する

もの  

G ・浴場の浄化,例.殺菌または消臭,手段を有

するもの  



Ａ６１Ｈ 

 

A61H - 4 

 

K ・他の治療と組み合わされたもの  

L ・・磁気によるもの  

M ・・電気またはイオンによるもの  

N ・・可視光線,赤外線または遠赤外線による

もの  

P ・・天然放射線,例.ラジウム,によるもの  

S ・洗浄装置（A61H33/00K-A61H33/00P が優

先）  

T ・・噴水またはスプレ－によるもの  

U ・・人体自動洗い装置  

Z その他のもの  

310 ・病弱者用のもの  

310 A病弱者用入浴装置  

310 C・浴槽の構造に特徴を有するもの  

310 E・・分解式,組立式または折畳式のもの  

310 F・浴槽本体が上下動,回転または傾斜するも

の  

310 G・・浴槽の一部が動くもの,例.入口の開閉  

310 H・ベッドに入浴設備を有するもの;ベッド上

に浴槽を形成するもの  

310 J・車椅子または椅子に入浴設備を有するも

の;車椅子または椅子上に浴槽を形成す

るもの  

310 K・浴用担架または浴用車椅子  

310 L・・上下動可能な担架  

310 M・入浴用昇降装置  

310 N・・浴槽内に昇降装置を有するもの  

310 P病弱者用洗浄装置  

310 T治療用,機能訓練用または浴中運動用浴槽  

310 Zその他のもの  

33/02 ・ガスを含有する液体またはガスを導入ま

たは発生させた液体と共に用いる入浴装

置,例.二酸化炭素浴  

A ガスが二酸化炭素,オゾン,水素または酸素

であるもの  

D ガスが空気であるもの,例.空気を水中にぶ

くぶくさせるもの  

Z その他のもの  

33/04 ・砂,泥または泡浴のための器具;メタル浴

のための器具,例.金属塩溶液を用いるも

の[6]  

A 砂,泥または泡浴のための器具  

D メタル浴のための器具（放射線を出すもの

は A61H33/00P）  

F ・ゲルマニウム浴用のもの  

Z その他のもの  

33/06 ・人工的加熱空気または冷却空気浴;蒸気ま

たはガス浴または灌注浴,例.サウナ風呂

またはフィンランド風呂（空気室

A61G10/00）  

A 加熱部に特徴を有するもの  

B ・電気抵抗加熱によるもの  

C ・・輻射熱,例.赤外線または遠赤外線,によ

るもの  

D ・・面状発熱体によるもの  

E ・燃焼によるもの;加熱流体を収容した管通

路によるもの  

F ・強制循環手段を有するもの,例.温風発生

装置  

G 制御に特徴を有するもの,例.温度または湿

度の制御  

H 安全,操作,警報表示装置またはその他の電

気的事項に特徴を有するもの  

J サウナ浴室本体に特徴を有するもの  

K ・ボックス;パネルの組立によるもの  

L ・折りたたみ可能なもの  

M ・・首出し型のもの  

N ・風呂の浴室または浴槽をサウナ浴室とし

て利用するもの  

P ・横臥式,横型または衣服型  

Q 加湿手段を有するサウナ,例.蒸気浴兼用の

もの  

R 冷却空気浴,温冷空気浴またはシャワ－設

備を有するサウナ  

S 他の治療と組み合わされたもの;他の発汗

具または運動具を有するもの  

T 他の用途に使用できるもの  

U 細部または付属品  

V ・サウナ本体の壁構造  

W ・シ－トカバ－  

X ・窓,入口または換気手段  

Y ・椅子,腰掛,座台または背もたれ  

Z その他のもの  

33/08 ・・衛生のための空気灌注浴  

33/10 ・・蒸気浴槽装置  

A 蒸気発生部に特徴を有するもの  

B ・電気抵抗加熱によるもの  

C ・燃焼熱によるもの  

D ・温湯と水蒸気の両方を発生できるもの  

G 制御,安全,操作,警報表示またはその他電

気的事項に特徴を有するもの  

K 蒸気浴室本体に特徴を有するもの  

L ・折りたたみ可能なもの  

M ・温湯浴槽内の湯からの水蒸気を利用する

もの  

N ・温湯浴槽内に水蒸気を導入するもの

（A61H33/10D が優先）  

P ・横臥式,横型または衣服型  

Q 加熱空気浴またはシャワ－設備を有するも

の  

R 蒸気に薬効成分を付与する手段を有するも

の  

S 他の治療と組み合わされたもの;他の発汗

具または運動具を有するもの  

T 他の用途に使用できるもの  

V 細部または付属品  
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Z その他  

33/12 ・・顔面の蒸気浴  

A 蒸気またはミスト発生部に特徴を有するも

の  

B ・タンク内の水を加熱するもの  

C ・加熱体に水を滴下するもの  

D ぬれタオルまたは布を加熱するもの;浴槽

の蒸気を利用するもの  

E 霧化した水粒子を加熱するもの  

G 冷噴霧,薬液の霧化または温冷噴霧による

もの  

K 発生蒸気の噴出ノズル;蒸気流の調整  

M ・給水,排水,貯溜タンク,排水タンクまたは

水位制御  

P 制御,安全,操作,警報表示またはその他電

気的事項に特徴を有するもの  

R 本体,細部または付属品  

S ・顔フ－ドまたはカバ－  

V 他の治療と組み合わされたもの  

W 他の用途に使用できるもの  

Z その他のもの  

33/14 ・オゾン,水素,または類似物のガス浴装置  

A オゾン,水素または類似のガス浴  

B ・オゾン,水素の製造または発生装置  

Z その他のもの  

35/00 人体の特殊な部分のための入浴,例.胸部灌

注浴（上方へのスプレ－手段を有しない

ビデ A47K3/26;臀部を清浄する器具

A47K7/08;水中で行われる腸洗浄のため

のもの A61M9/00）[6]  

A 温浴  

C ・手足用  

F ・足用  

G ・手用  

H 冷浴  

K 空気,蒸気,ガスまたは潅注浴  

L ・サウナ  

P 洗浄  

Q ・局部洗浄  

R ・・上方に噴霧する装置をもつビデ;腔洗浄

具  

W ・・便器に付属するもの  

Z その他のもの  

35/02 ・目のためのもの[6]  

501 ・・噴水またはスプレ－によるもの  

502 ・・・蛇口取付け型のもの  

503 ・・浴または流水によるもの  

35/04 ・鼻のためのもの[6]  

36/00 発汗着  

B 衣服に発熱体を内蔵するもの  

Z その他のもの  

37/00 マッサ－ジ用補助具[6]  

A マツサ－ジ補助具  

D 保健を目的とする入浴用具  

E ・入浴用ス－ツ  

F ・風呂の中で使用する治療器具  

G ・洗浄用具  

Z その他のもの  

39/00 物理療法のため人体の特定のつぼの位置を

検出または刺激する装置,例,鍼術（電流

または磁場を用いる検出 A61B5/05;生体

電気信号の検出によるもの A61B5/24）

[2006.01]  

A つぼの位置を検出または刺激する装置  

D 圧迫,加熱,冷却,刺針以外のつぼ刺激,例.

超音波,化学物質,放射線,によるもの  

E ・光線,例.日光,可視光,紫外線によるもの  

F ・・赤外線,遠赤外線によるもの  

G ・・レ－ザ－によるもの  

K ・電気,例.低周波,高周波,によるもの  

L ・磁気によるもの  

P つぼの位置の検出と刺激の両方ができるも

の  

S つぼの位置の早見具,例.つぼ位置表示盤  

T つぼの状況の測定による診断  

Z その他のもの  

39/02 ・つぼの位置を検出する装置[2]  

A つぼの位置の検出  

C ・電気抵抗値の測定によるもの  

D ・・電極  

E ・・電気回路に特徴を有するもの  

F ・つぼの位置の表示,マ－キング  

H つぼ位置を印したもの,例.衣服,シ－ツ,タ

オル,手袋,靴下;つぼ尺  

Z その他のもの  

39/04 ・つぼを圧迫する装置,例.指圧[2]  

A 指圧具  

B ・突起の形状,構造,材料に特徴を有するも

の  

C ・体重を利用する指圧具  

D ・・足裏用のもの  

E ・・・青竹踏み型,土ふまずに適用するもの  

F ・・・履物に突起を有するもの  

G ・・・靴下,サポ－タ－に突起を有するもの,

足裏に突起物を固定するもの  

H ・・頭,首,背中,腰,脚,腕用のもの  

J ・・・椅子,自動車の座席部,壁,柱,浴槽に

突起を有するもの  

K ・・・寝具,例.マツトレス,ふとん,シ－ツ,

枕に突起を有するもの  

L ・体重以外の力,例.流体の噴射,バネによる

挟みつけ,を利用する指圧具  

M ・・体に突起物を固定,装着しておくもの例.

衣服,装身具,メガネに突起を有するもの  

N ・・・貼着式のもの  

P ・・・ベルト,バンド,サポ－タ－,ひも等で
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固定しておくもの  

Q ・・・手袋,靴下に突起を有するもの  

R ・・人力によるもの  

S ・・・手持式のもの,手にはめるもの  

T ・・・突起物を握るもの,例.掌中具,突起を

有するハンドル,柄  

U ・・・てこ式,突起を動かすもの  

V ・・動力によるもの〔振動も含む〕  

W ・・・空気,流体圧を利用するもの  

X ・他の治療と組み合わされたもの,例.温熱,

薬,電気,放射線によるもの  

Y ・・磁気によるもの  

Z その他のもの  

39/06 ・つぼを細胞の生命限界内で加熱または冷

却する装置[2]  

310 ・・燃焼熱を利用する灸具  

311 ・・・押圧突起を有するもの  

312 ・・・薬剤を皮膚に適用するもの  

313 ・・・送風手段を有するもの  

314 ・・・燃焼材の形状・構造に特徴を有する

もの  

315 ・・・点火具  

316 ・・・灸座  

318 ・・・上記以外の付属具,補助具,例・もぐ

さ容器,もぐさより器  

320 ・・電気加熱を利用する灸具  

321 ・・・押圧突起を有するもの  

322 ・・・薬剤を皮膚に適用するもの  

323 ・・・送風手段を有するもの  

324 ・・・発熱部の形状,構造,材質に特徴を有

するもの  

327 ・・・制御,例・加熱時間,温度の制御  

330 ・・燃焼以外の化学反応熱を利用する灸具  

340 ・・蓄熱材の熱を利用する灸具  

350 ・・低温を利用する刺激器具  

360 ・・熱針,熱ロ－ラ－,熱ボ－ルを用いる刺

激器具  

39/08 ・つぼに鍼を適用する,すなわち鍼療法の,

ための用具[2]  

A 単針型  

B ・針そのものの形状・構造  

D ・磁性材料よりなるもの  

F ・シリンダ－とピストンとの組合せによる

針打ち器具  

H ・針管  

J 多針型  

K ・複数の針を平行に植設したもの  

L ・ロ－ラ－や円板の外周に複数の針を植設

したもの  

M 留置する針〔例.皮内針,画鋲型のもの〕  

N ・画鋲型のもの  

P 刺した針に運動を与える手段を有する針具  

Q 刺入れた針に熱を与える手段を有する針具  

R 刺入れた針に電気刺激を与える手段を有す

る針具  

S 特定部位に適用する針具〔例.耳たぶ,眼瞼,

指〕  

T 吸引により皮膚を吸上げることにより針を

刺すための器具  

V 針の保存・消毒  

W 針の研磨・修正  

Z その他のもの  

99/00 このサブクラスの他のグル－プに分類され

ない主題事項[8]  

 


